
 

「少人数向け勧誘対象海外発行証券に係る『外国証券の取引に関する規則』 

の特例に関する規則」の廃止等について 

                   日証協 平成 28 年３月 15 日      

 

本協会では、本年３月15日の自主規制会議において、「少人数向け勧誘対象海外発行証

券に係る『外国証券の取引に関する規則』の特例に関する規則」（以下「特例規則」とい

う。）を廃止するとともに、「金融商品仲介業者に関する規則」及び「書面の電磁的方法に

よる提供等の取扱いに関する規則」の一部を改正することとした。 

 

平成22年３月31日以前に売付け勧誘が行われた少人数向け勧誘対象海外発行証券につい

て少人数私売出しを行う場合、「認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当

該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供さ

れること」を条件に「転売制限」を付さない対応（特例私売出し）が、平成28年３月31日

までの間、認められているところである。  

今般、当該経過措置が平成28年３月31日をもって終了することを受け、特例私売出しに

関する事項及び外国証券内容説明書の様式などを定めた特例規則を廃止するとともに、「金

融商品仲介業者に関する規則」及び「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規

則」の一部を改正することとした。 

 

特例規則は平成28年３月31日をもって廃止し、その他規則改正は平成28年４月１日から

施行する。 

 

本件の趣旨骨子及び新旧対照表等は、以下のとおりである。 



 

 

「少人数向け勧誘対象海外発行証券に係る『外国証券の取引に関する規則』の特例に関

する規則」の廃止等について 

 

平成 28年３月 15日 

日本証券業協会 

 

Ⅰ.廃止等の趣旨 

 平成 22年３月 31日以前に売付け勧誘が行われた少人数向け勧誘対象海外発行証券
1について少人数私売出し2を行う場合、「認可金融商品取引業協会の規則の定めるとこ

ろにより当該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべ

き情報が提供されること」を条件に「転売制限」3を付さない対応（特例私売出し）

が、平成 28年３月 31日までの間、認められているところである4。  

 今般、当該経過措置が平成 28年３月 31日をもって終了することを受け、特例私売

出しに関する事項及び外国証券内容説明書の様式などを定めた「少人数向け勧誘対象

海外発行証券に係る『外国証券の取引に関する規則』の特例に関する規則」（以下「特

例規則」という。）を廃止するとともに、「金融商品仲介業者に関する規則」（以下「仲

介業規則」という。）及び「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」

（以下「書面電磁的提供等規則」という。）の一部を改正することとする。 

 

Ⅱ.廃止等の骨子 

(1)「少人数向け勧誘対象海外発行証券に係る『外国証券の取引に関する規則』の

特例に関する規則」の廃止について 

  特例私売出しに係る経過措置の終了に伴い、特例規則を廃止する。 

(2)「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正について 

  特例私売出しに係る経過措置の終了に伴い、関連する条文を削る。（第 10条の

２及び第 32条） 

(3)「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」の一部改正について 

  特例私売出しに係る経過措置の終了に伴い、関連する条文を削る。（別紙） 

 

Ⅲ.廃止等の時期 

特例規則は平成 28年３月 31日をもって廃止し、仲介業規則及び書面電磁的提供等

規則の改正は平成 28年４月１日から施行する。 

 

以  上 

                                                
1旧金商法第 23条の 14 第１項に規定する少人数向け勧誘対象海外発行証券 
2金商法第２条第４項第１号に規定する「有価証券の売出し」に該当せず、当該有価証券が多数の者に所有

されるおそれが少ないものとして政令で定める場合の売付け勧誘（金商法第 2 条４項２号ハ、金商法施行

令第 1 条の８の４、二条定義府令第 13 条の７第３項第１号） 
3二条定義府令第 13条の７第３項に規定する「転売制限」 
4金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（平

成 21 年内閣府令第 78 号）附則第４条第１項 
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少人数向け勧誘対象海外発行証券に係る「外国証券の取引に関する規則」の

特例に関する規則           （平.22.3.16） 

 

 

（目  的） 

第 １ 条 この規則は、少人数向け勧誘対象海外発行証券（金融商品取引法等の一部を改正する法律の施

行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（平成 21年内閣府令第 78号。以下「整備府令」

という。）附則第４条第１項に定める少人数向け勧誘対象海外発行証券をいう。以下同じ。）について、

整備府令附則第４条に定めるところによる場合の「外国証券の取引に関する規則」（以下「外国証券規

則」という。）の特例を定め、もって投資者保護に資することを目的とする。 

（規則の適用） 

第 ２ 条 協会員は、少人数向け勧誘対象海外発行証券につき、整備府令附則第４条に定めるところによ

る場合の外国証券規則の適用に当たっては、外国証券規則第２章第１節の規定にかかわらず、この規則

の定めによることができる。 

（対象証券） 

第 ３ 条 整備府令附則第４条第１項の適用を受ける外国証券について、協会員が顧客に対し勧誘を行う

ことのできるもの（以下「特例私売出し証券」という。）は、外国証券規則第７条第２項又は第３項の

要件を満たすもの（平成 22 年 3 月 31 日以前に勧誘を行ったもので、金融商品取引法施行令（以下「金

商法施行令」という。）第２条の 12の３各号に定める要件に該当しないものに限る。）とする。 

（特例私売出し証券を売り付ける場合の取り扱い） 

第 ４ 条 協会員は、特例私売出し証券について、顧客（適格機関投資家を除く。）に対し勧誘に係る外

国証券の内容等を説明した文書（以下「外国証券内容説明書」という。）を交付することにより、勧誘

を行うことができるものとする。 

２ 前項の勧誘に基づき、当該協会員又は委託協会員（当該協会員に当該勧誘を委託する協会員をいう。

以下同じ。）が特例私売出し証券を顧客に売り付ける場合には、当該協会員はあらかじめ又は同時に当

該顧客に対し、企業内容等の開示に関する内閣府令（以下「開示府令」という。）第 14条の 15第１項、

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令（以下「外債府令」という。）第 11 条の 14 第１項

又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（以下「特定有価証券府令」という。）第 20条第１

項に規定する事項を記載した書面（以下「告知書」）を交付しなければならない。なお、当該協会員が

告知書に記載すべき内容を外国証券内容説明書に記載の上、顧客に交付する場合には、改めて告知書を

交付することを要しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、協会員は、告知書を交付することを要しない。 

１ 勧誘の対象となる外国証券について金融商品取引法（以下「金商法」という。）による開示が行わ

れている場合 

 ２ 発行価額又は譲渡価額の総額が１億円未満で開示府令第 14 条の 15 第２項、外債府令第 11 条の 14

第２項もしくは特定有価証券府令第 20条第２項に該当する場合 
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４ 第１項に規定する外国証券内容説明書は、これに基づいて勧誘を行うものとし、取引に係る金融商品

取引業等に関する内閣府令第 98条第１項第３号イに規定する取引残高報告書（取引に係る受渡決済後遅

滞なく交付するものに限る。）又は第 95条第１項第５号に規定する契約締結時交付書面とともに交付す

ることができるものとする。 

５ 協会員は、特例私売出し証券を他の協会員を相手方として勧誘する場合は、当該他の協会員に対し外

国証券内容説明書を交付することを要しない。 

（外国証券内容説明書の取扱い） 

第 ５ 条 協会員の顧客に対する外国証券内容説明書の交付の取扱いは、次の各号に掲げる外国証券の区

分に従い、当該各号に定めるところによる。 

１ 外国株券等 外国証券内容説明書を交付する。ただし、当該勧誘の対象となる顧客が外国証券規則

第７条第５項に定める事業会社等である場合には、当該事業会社等の同意を得て外国証券内容説明書

の交付を省略することができる。 

２ 外国国債等 次に掲げる区分に定めるところによる。 

イ ＯＥＣＤ加盟国の外国国債等及びＯＥＣＤ加盟国において設立されている取引所金融商品市場に

上場されている外国国債等 外国証券内容説明書を交付することを要しない。 

ロ ＯＥＣＤ加盟国において設立されている取引所金融商品市場に上場されている外国国債等の発行

者が発行する外国国債等（イに該当するものを除く。） 

外国証券内容説明書を交付することを要しない。この場合、信用ある格付機関による当該証券に

係る格付情報の提供を行わなければならない。 

ハ イ及びロ以外の外国国債等 当該顧客から交付請求があった場合には、外国証券内容説明書を交

付しなければならない。ただし、外国証券内容説明書の交付を省略するときは、信用ある格付機関

による当該証券に係る格付情報の提供を行わなければならない。 

３ 国際機関債 我が国が加盟している国際機関の発行する債券については、外国証券内容説明書を交

付することを要しない。 

４ 前２号以外の外国債券 外国証券内容説明書を交付する。ただし、当該勧誘の対象となる顧客が外

国証券規則第７条第５項に定める事業会社等である場合には、当該事業会社等の同意を得て外国証券

内容説明書の交付を省略することができる。この場合において、信用ある格付機関による当該勧誘に

係る外国債券の格付情報の提供を行うものとし、非定型的なものにあっては仕組みを説明した文書を

交付しなければならない。 

５ 外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益権、海外ＣＤ、海外ＣＰ、外国預託証券（外国株券等に

該当するものを除く。）及び外国カバードワラント 外国証券内容説明書を交付する。 

６ 金商法による開示が行われている外国証券 外国証券内容説明書の交付を要しない。 

（外国証券内容説明書の記載事項） 

第 ６ 条 外国証券内容説明書に記載する事項は、別表に定めるところによる。 

（電磁的方法による書面の交付等） 

第 ７ 条 協会員は、次に掲げる書面の交付等に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関
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する規則」に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会

員は、当該書面の交付等を行ったものとみなす。 

１ 告知書 

２ 外国証券内容説明書 

３ 第５条第４号に規定する非定型的な外国債券の仕組みを説明した文書 

 

付       則 

この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 

付       則（平22.9.14） 

この改正は、平成22年10月１日から施行する。 

（注）改正条項は、次のとおりである。 

別表第２、第３、第５、第６、第７、第８－１、第８－２、第９、第 10－１、第 11、第 12、第 13、

第 14、第 15、第 16を改正。 

付       則（平25.3.26） 

この改正は、平成25年４月１日から施行する。 

（注）改正条項は、次のとおりである。 

⑴ 第３条第２項及び第６条第２項を削る。 

⑵ 第４条第２項を改正。
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別表第１ 

外国株券 

１．発行者情報 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 決算期 

④ 発行済株式数 

（注）最近事業年度末（公表されていない場合は、その前事業年度末）の発行済株式数を記載するこ

と。 

⑤ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

２．証券情報 

① 株式の種類 

（注）普通株式、優先株式、後配株式、償還株式等の種類を記載すること。また、株主の権利が普通

株式と異なる場合にはその内容を簡潔に記載すること。 

② 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

③ 株価の推移 

④ 業績推移 

イ 売上高 

ロ 当期純利益 

ハ 株主資本の額 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）を含む２事業年度のものを記載す

ること。 

⑤ １株当たり情報 

イ １株当たり当期純利益 

ロ １株当たり配当額 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）を含む２事業年度の１株当たり情

報を記載すること。 

 

別表第２ 

外国転換社債型新株予約権付社債 

１．発行者情報 
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（注）我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が外国で発行した転換社債型新株

予約権付社債については、発行者情報の記載を省略することができる。 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 決算期 

④ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

⑤ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 発行日 

④ 発行額 

⑤ 転換の条件 

（注）国内企業発行の転換社債型新株予約権付社債については固定為替レートを含む。 

⑥ 転換により発行する株式の種類 

⑦ 転換請求期間 

⑧ 利率・利払日 

⑨ 償還期限・償還金額 

（注）オプション条項が付されている場合は、その内容を記載すること。 

⑩ 受託会社又は預託機関 

⑪ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

⑫ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑬ 他の債務との弁済順位の関係 

 

別表第３ 

外国新株予約権付社債 

１．発行者情報 

（注）我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が外国で発行した新株予約権付社

債については、発行者情報の記載を省略することができる。 
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① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 決算期 

④ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

⑤ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 発行日 

④ 発行額 

⑤ 新株予約権の内容 

イ 権利行使により発行する株式の払込金額の総額 

ロ 権利行使により発行する株式の種類 

ハ 権利行使により発行する株式の発行価格 

⑥ 新株予約権の行使請求期間 

⑦ 利率・利払日 

⑧ 償還期限・償還金額 

⑨ 受託会社又は預託機関 

⑩ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

⑪ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑫ 他の債務との弁済順位の関係 

 

別表第４ 

外国新株予約権証券 

１．発行者情報 

（注）我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が外国で発行した新株予約権証券

については、発行者情報の記載を省略することができる。 

① 会社名 

② 本店所在地 
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（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 決算期 

④ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

⑤ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 発行日 

④ 新株予約権の内容 

イ 権利行使により発行する株式の払込金額の総額 

ロ 権利行使により発行する株式の種類 

ハ 権利行使により発行する株式の発行価格 

⑤ 新株予約権の行使請求期間 

⑥ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

 

別表第５ 

普通社債 

（単純キャッシュフロー型の企業金融型社債） 

１．発行者情報 

（注１）我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が、外国で発行した普通社債に

ついては発行者情報のうち②～④の記載を省略することができる。 

（注２）発行者情報については、信用格付業者（金商法第２条第３６項に規定する信用格付業者をい

う。以下同じ。）による当該格付に関するレポート（入手可能な最近発行のもの）をその代替と

して使用することができる。 

（注３）信用格付業者による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するも

のとする。④については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることが

できる。 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 事業内容 
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（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

④ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 発行日 

④ 発行額 

⑤ 利率・利払日 

⑥ 償還期限・償還金額 

⑦ 受託会社又は預託機関 

⑧ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

⑨ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑩ 他の債務との弁済順位の関係 

 

別表第６ 

仕組債 

（利金、償還金に条件が付されている企業金融型社債） 

１．発行者情報 

（注１）我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が、外国で発行した社債につい

ては発行者情報のうち②～④の記載を省略することができる。 

（注２）発行者情報については、信用格付業者による当該格付に関するレポート（入手可能な最近発

行のもの）をその代替として使用することができる。 

（注３）信用格付業者による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するも

のとする。④については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることが

できる。 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

④ 主要な財務データ 
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（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 発行日 

④ 発行額 

⑤ 利率・利払日 

（注）利金の決定方法を記載すること。 

⑥ 償還期限・償還金額 

（注）償還金の決定方法を記載すること。 

⑦ 受託会社又は預託機関 

⑧ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

⑨ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑩ 他の債務との弁済順位の関係 

 

別表第７ 

特別目的会社の外国優先出資証券 

１．発行者情報 

（注１）発行者情報については、信用格付業者による当該格付に関するレポート（入手可能な最近発

行のもの）をその代替として使用することができる。 

（注２）信用格付業者による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するも

のとする。④、⑤については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とするこ

とができる。 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 会社の目的 

④ 財務諸表又は資産の内容・負債総額 

⑤ 株主及び株主の権利 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 証券の形態及び基本的仕組み 
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③ 証券保有者の権利 

（注）議決権等の有無につき簡潔に記載すること。 

④ 発行地 

⑤ 発行日 

⑥ 発行額 

⑦ 受託会社又は預託機関 

⑧ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

３．管理資産及び関係者情報 

① 管理資産の内容及び性格 

② 管理資産に係る法制度の概要 

③ 管理資産の関係者 

④ 管理資産の管理、運用方法の概要及びその報酬 

⑤ 管理資産の状況 

 

別表第８－１ 

特別目的会社の社債⑴ 

１．発行者情報 

（注１）発行者情報については、信用格付業者による当該格付に関するレポート（入手可能な最近発

行のもの）をその代替として使用することができる。 

（注２）信用格付業者による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するも

のとする。④については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることが

できる。 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 会社の目的 

④ 資産の内容・負債総額 

⑤ 株主及び株主の権利 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 証券の形態及び基本的仕組み 

③ 発行地 

④ 発行日 

⑤ 発行額 
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⑥ 利率・利払日 

（注）利金の決定に条件が付されている場合には、その決定方法を記載すること。 

⑦ 償還期限・償還金額 

（注）償還金の決定に条件が付されている場合は、その決定方法を記載すること。 

⑧ 受託会社又は預託機関 

⑨ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

⑩ スワップのカウンターパーティーの名称 

⑪ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑫ 他の債務との弁済順位の関係 

３．管理資産及び関係者情報 

① 管理資産の内容及び性格 

（注）管理資産が有価証券である場合には、次の事項を記載すること。 

イ 証券の名称 

ロ 発行総額 

ハ 利率 

ニ 償還期限 

（注）償還日を記載すること。 

ホ 組入れ金額 

② 管理資産に係る法制度の概要 

③ 管理資産の関係者 

（注）原保有者及び信用補完者等の概要を記載すること。 

④ 管理資産の管理、運用方法の概要及びその報酬 

⑤ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑥ 管理資産の経理状況 

（注）最近の計算書類を記載すること。ただし、設定後、最初の計算期間を終了していない場合は最

近の管理資産の内容を記載すること。 

 

別表第８－２ 

特別目的会社の社債⑵ 

１．発行者情報 

（注１）発行者情報については、信用格付業者による当該格付に関するレポート（入手可能な最近発

行のもの）をその代替として使用することができる。 
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（注２）信用格付業者による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するも

のとする。④については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることが

できる。 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 会社の目的 

④ 財務諸表 

（注）要約して記載することができる。 

設立後、最初の事業年度を終了していない場合は最近の資産、負債及び資本の状況を明らかに

すること。 

⑤ 株主及び株主の権利 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 証券の形態及び基本的仕組み 

（注）発行者、原保有者、アドバイザー、サービサー及び信用補完者等についてその関係及び資金の

流れ等について図表等により明瞭に記載すること。 

③ 発行地 

④ 発行日 

⑤ 発行額 

⑥ トラスティー 

⑦ 支払代理人 

⑧ 引受人 

⑨ 利率・利払日 

⑩ 償還期限・償還金額 

⑪ 登録・保管制度 

⑫ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

⑬ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑭ 他の債務との弁済順位の関係 

３．管理資産及び関係者情報 

① 管理資産（モーゲージ証券等）の内容及び性格 

② 管理資産に係る法制度の概要 

③ 管理資産の関係者 
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（注）原保有者、アドバイザー、サービサー及び信用補完者等の概要を記載すること。 

④ 管理資産の管理、運用方法の概要及びその報酬 

⑤ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑥ 管理資産の状況 

ａ）最近事業年度末の管理資産内容 

（注）設立後、最初の事業年度を終了していない場合は最近の管理資産の内容を記載すること。 

ｂ）過去の計算期間毎の管理資産及びその運用状況 

（注）必要に応じ、会社設立以前の管理資産ポートフォリオ及びその運用成績に言及しても差し支え

ない。 

 

別表第９ 

外国国債等及び国際機関債 

１．発行者情報 

（注）発行者情報については、信用格付業者による当該格付に関するレポート（入手可能な最近発行

のもの）をその代替として使用することができる。 

⑴ 国又は地方公共団体の場合 

① 発行者の名称 

② 発行者の概要 

（注）位置・人口・経済動向・産業構造等を記載すること。 

③ 財政の概要 

⑵ 国際機関又は政府関係機関等の場合 

① 発行者の名称 

② 発行者の概要 

（注）設立根拠・資本構成・組織・業務の概況等を記載すること。 

③ 経理の状況 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 発行日 

④ 発行額 

⑤ 利率・利払日 

⑥ 償還期限・償還金額 

⑦ 受託会社又は預託機関 

⑧ 上場・非上場の区分 

（注）外国で上場している場合は、当該金融商品取引所の名称を記載すること。 
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⑨ 担保又は保証に関する事項 

⑩ 他の債務との弁済順位の関係 

 

別表第10－１ 

外国投資法人債券 

１．証券情報 

① 銘柄名 

② 証券の形態等 

③ 発行地 

④ 発行日 

⑤ 発行額 

⑥ 利率・利払い日 

⑦ 償還期限・償還金額 

⑧ 受託会社又は預託機関 

⑨ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

⑩ 日本以外の地域における販売 

２．発行者情報 

① ファンドに係る法制度の概要 

② ファンドの目的及び基本的性格 

③ 管理会社又は運用会社の自己資本の額 

④ ファンドの関係法人の概要 

（注）管理会社の他、ファンドの運営に関与する関係法人について、その名称及び関係業務の内容を

簡潔に記載する。 

⑤ 投資の基本方針 

⑥ 投資制限 

（注）定款又は約款に定められた投資制限について、その内容を記載する。 

⑦ ファンド資産の管理の概要及びその報酬 

⑧ ファンドの運用状況 

（注）投資状況及び運用実績（純資産額の推移、配当（分配）状況）について記載する。 

⑨ ファンドの経理状況 

（注）直近２計算期間の貸借対照表、損益計算書、投資有価証券明細票等を、要約して記載しても差

し支えない。 

 

別表第10－２ 

外国投資信託受益証券及び外国投資証券 

１．証券情報 
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① ファンドの名称 

② ファンドの形態等 

③ 発行地 

④ 発行日 

⑤ 発行数及び発行総額 

⑥ 申込手数料 

⑦ 申込単位 

⑧ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

⑨ 日本以外の地域における販売 

２．発行者情報 

① ファンドに係る法制度の概要 

② ファンドの目的及び基本的性格 

③ 管理会社又は運用会社の自己資本の額 

④ ファンドの関係法人の概要 

（注）管理会社の他、ファンドの運営に関与する関係法人について、その名称及び関係業務の内容を

簡潔に記載する。 

⑤ 投資の基本方針 

（注）当該外国投資信託受益証券又は外国投資証券の一口当たりの純資産額の変動率が、指数に連動

するものである場合には、その旨及び当該指数の名称等を記載すること。 

⑥ 投資制限 

（注）定款又は約款に定められた投資制限について、その内容を記載する。 

⑦ ファンド資産の管理の概要及びその報酬 

⑧ ファンドの運用状況 

（注）投資状況及び運用実績（純資産額の推移、配当（分配）状況）について記載する。 

⑨ ファンドの経理状況 

（注）直近２計算期間の貸借対照表、損益計算書、投資有価証券明細票等を、要約して記載しても差

し支えない。 

 

別表第10－３ 

外国ＥＴＦ 

１．証券情報 

① ファンドの名称 

② ファンドの形態等 

③ 発行地 

④ 発行日 

⑤ 発行数及び発行総額 
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⑥ 売買単位 

⑦ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

２．発行者情報 

① ファンドに係る法制度の概要 

② ファンドの目的及び基本的性格 

③ 管理会社又は運用会社の自己資本の額 

④ ファンドの関係法人の概要 

（注）管理会社の他、ファンドの運営に関与する関係法人について、その名称及び関係業務の内容を

簡潔に記載する。 

⑤ 投資の基本方針 

（注）当該外国投資信託受益証券又は外国投資証券の一口当たりの純資産額の変動率が連動する指数

の名称等を記載すること。 

②に同様の内容を記載している場合は記載を省略することができる。 

⑥ 投資制限 

（注）定款又は約款に定められた投資制限について、その内容を記載する。 

⑦ ファンド資産の管理の概要及びその報酬 

⑧ ファンドの運用状況 

（注）投資状況及び運用実績（純資産額の推移、配当（分配）状況）について記載する。 

⑨ ファンドの経理状況 

（注）直近２計算期間の貸借対照表、損益計算書、投資有価証券明細票等を、要約して記載しても差

し支えない。 

 

別表第11 

外国貸付債権信託受益証券 

１．証券情報 

① 証券の名称 

② 信託受益証券の形態及び基本的仕組み等 

③ 発行総数及び発行総額 

④ 配当・利息金の支払方法及び償還の方法 

⑤ 発行価格 

⑥ 一単位の金額 

⑦ 発行日 

⑧ 償還日 

⑨ トラスティー 

⑩ 引受人 

⑪ 支払代理人 
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⑫ 登録・保管制度 

⑬ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 

（注）当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該

取引所名等を記載すること。 

⑭ 他の債務との弁済順位の関係 

２．信託財産情報 

① 資産（貸付債権）の内容及び性格 

② 信託及び貸付債権に係る準拠法及び法制度並びに税制の概要 

③ 信託及び貸付債権の関係者 

（注）原保有者、委託者、アドバイザー、サービサー及び信用補完者等の概要を記載すること。 

④ 原保有者の債権貸付事業の概要 

⑤ 信託財産の管理、運用方法の概要及びその報酬 

⑥ 信用補完の内容 

⑦ 信託財産の経理状況 

ａ）最近の計算書類 

（注）設定後、最初の計算期間を終了していない場合は最近の信託財産の内容を記載すること。 

ｂ）過去の計算期間毎の財産及びその運用状況 

（注）必要に応じ、信託財産設定以前の貸付債権ポートフォリオ及びその運用成績に言及しても差し

支えない。 

 

別表第12 

海外ＣＤ 

１．発行者情報 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

④ 総資産額の世界順位 

⑤ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 記名・無記名の別 

③ 発行地 
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④ 預入日 

⑤ 発行単位 

⑥ 額面金額の総額 

⑦ 利率（割引率）・利払日 

⑧ 満期日 

⑨ 受託会社又は預託機関 

⑩ バックアップライン又は保証に関する事項 

⑪ その他投資者にとって参考となる事項 

 

別表第13 

海外ＣＰ 

１．発行者情報 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

④ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 振出日 

④ 券面総額 

⑤ 引受人 

⑥ 利率・利払日 

⑦ 支払期日 

⑧ バックアップライン又は保証に関する事項 

⑨ その他投資者にとって参考となる事項 

 

別表第14 

特別目的会社の海外ＣＰ（特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第１条第３号に規定

する資産流動化証券に該当する海外ＣＰ） 

１．発行者情報 

① 会社名 
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② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

④ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 証券の形態及び基本的仕組み 

（注）発行者、原保有者、管理資産の管理を行う者、サービサー及び信用補完者等についてその関係

及び資金の流れ等について図表等により明瞭に記載すること。 

③ 発行地 

④ 振出日 

⑤ 券面総額 

⑥ 引受人 

⑦ 利率・利払日 

⑧ 支払期日 

⑨ バックアップライン又は保証に関する事項 

⑩ その他投資者にとって参考となる事項 

３．管理資産及び関係者情報 

① 管理資産の内容及び性格 

② 管理資産に係る法制度の概要 

③ 管理資産の関係者 

（注）原保有者、管理資産の管理者、サービサー及び信用補完者等の概要を記載すること。 

④ 原保有者の事業の概要 

⑤ 管理資産の管理の概要及びその報酬 

⑥ 信用補完の内容 

（注）担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。 

⑦ 管理資産の経理状況 

（注）最近の計算書類を記載すること。ただし、設定後、最初の計算期間を終了していない場合は最

近の管理資産の内容を記載すること。 

 

別表第15 

外国カバードワラント 

１．発行者情報 
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（注）我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が、外国で発行したカバードワラ

ントについては発行者情報のうち②～⑤の記載を省略することができる。 

① 会社名 

② 本店所在地 

（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 決算期 

④ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

⑤ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 発行日 

④ 発行価額の総額 

⑤ オプションの内容 

⑥ オプションの行使請求の方法・条件 

⑦ 決済の方法 

⑧ 当該カバードワラントの発行の仕組み 

⑨ 上記以外の事項で、当該カバードワラントに係るオプションにつき投資者の判断に重要な影響を及

ぼす可能性のある事項 

⑩ オプションの行使の対象が有価証券である場合は当該有価証券の発行者の企業情報 

（注）当該発行者が我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業である場合は、会社

名、対象となる有価証券の種類及び会社の概要を記載のみでよいこととする。 

⑪ 当該カバードワラントに関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される指数等に関する情報 

イ 当該指数等の情報の開示を必要とする理由及び当該指数等の内容 

ロ 当該指数等の推移（直近５年間の年別最高・最低値及び直近６月間の月別最高・最低値を記載） 

 

別表第16 

外国預託証券 

１．原証券の発行者情報 

（注）原証券の発行者が発行した有価証券について我が国において開示が行われている場合には、原

証券の発行者情報のうち②～⑤の記載を省略することができる。 

① 会社名 

② 本店所在地 
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（注）本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。 

③ 決算期 

④ 事業内容 

（注）事業内容を簡潔に記載すること。 

⑤ 主要な財務データ 

（注）最近事業年度（公表されていない場合は、その前事業年度）に係る総資産の額、負債の額、株

主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。 

２．証券情報 

① 証券の名称 

② 発行地 

③ 配当金・基準日等 

（注）原証券の種類に合わせ、適宜記載内容を変更する。 

（例）原証券が債券である場合は利率・利払日を記載する。 

④ 権利の内容 

⑤ 権利行使請求の方法・条件 

⑥ 当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容 

⑦ 当該預託証券の発行の仕組み 

⑧ 上記以外の事項で、当該預託証券に係る権利につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項 

⑨ 預託を受ける者の企業情報 

 



 22 

 

（規則第４条第２項による告知書の参考様式） 

 

告知書 

平成  年  月  日 

    殿 

○○証券株式会社 

（金融商品仲介業者の氏名又は名称） 

 

今般、当社が、貴殿に売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を行う下記の外国証券については、金

融商品取引法第４条第１項の規定による届出が行われておらず、また、金融商品取引法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（平成21年内閣府令第78号）附則第４

条第１項の規定により、貴殿に日本証券業協会の規則に定めるところにより当該外国証券の内容等を説明

した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されることが買付けの条件となっていること

をお知らせいたします。 

 

記 

受  注  銘  柄                    

受注数量又は受注金額                    

 

以上 

（注）「金融商品仲介業者の氏名又は名称」を連名で記載することについては、任意とする。 

 

 



1 
 

「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正について 

 

平 成 2 8 年 ３ 月 1 5 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  
 

 

 

 

（ 削   る ） 

（金融商品取引法等の一部を改正する法律の

施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に

関する内閣府令附則第４条の規定に基づく

経過措置の対象となる有価証券の取扱い） 

第 10 条の２ 協会員が、金融商品仲介業者

に勧誘を行わせることができる金融商品取

引法等の一部を改正する法律の施行に伴う

金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣

府令（平成21年内閣府令第78号。以下「整

備府令」という。）附則第４条第１項の適

用を受ける外国証券（以下「特定特例私売

出し証券」という。）は、｢少人数向け勧誘

対象海外発行証券に係る『外国証券の取引

に関する規則』の特例に関する規則｣（以

下「少人数向け勧誘対象海外発行証券規

則」という。）第３条の規定により所属協

会員が顧客に対して勧誘を行うことのでき

る証券に限るものとする。 

２ 協会員が、金融商品仲介業者に特定特例

私売出し証券の勧誘の取扱いをさせる場合

は次の各号の取扱いとする。 

１ 金融商品仲介業者は、特定特例私売出

し証券について、顧客に対し、勧誘に係

る外国証券の内容等を説明した文書

（「少人数向け勧誘対象海外発行証券規

則」第４条第１項に基づき所属協会員が

作成したものに限る。以下「外国証券内

容説明書」という。）を交付することに

より、勧誘を行うことができるものとす

ること。 

２ 前号に規定する外国証券内容説明書

は、これに基づいて勧誘を行うものと

し、所属協会員を通じて、取引に係る金

融商品取引業等に関する内閣府令（以下

「金商業等府令」という。）第98条第１

項第３号イに規定する取引残高報告書

（取引に係る受渡決済後遅滞なく交付す

るものに限る。）又は第95条第１項第５

号に規定する契約締結時交付書面ととも

に交付することができるものとするこ

と。 

３ 金融商品仲介業者が、協会員及び適格

機関投資家を相手方として特定特例私売

参考様式 １  



2 
 

新 旧 

  
出し証券を勧誘する場合は、当該協会員

及び適格機関投資家に対し外国証券内容

説明書を交付することを要しないこと。 

４ 金融商品仲介業者が、顧客に対し特定

特例私売出し証券の勧誘を行う場合にお

ける外国証券内容説明書の交付の取扱い

は、少人数向け勧誘対象海外発行証券規

則第５条各号に定めるところにより取り

扱うこと。 

５ 金融商品仲介業者が、特定特例私売出

し証券の勧誘を行い、所属協会員が当該

特定特例私売出し証券を顧客に売り付け

る場合には、少人数向け勧誘対象海外発

行証券規則第４条第３項に掲げる場合を

除き、あらかじめ又は同時に、当該顧客

に対し、同規則第４条第２項に規定する

告知書を交付すること。 

  
 

（ 削   る ） 

（電磁的方法による書面の交付等） 

第 32 条 次に掲げる書面については、当該

書面の交付に代えて、「書面の電磁的方法

による提供等の取扱いに関する規則」の定

めに準じて、当該書面に記載すべき事項に

ついて電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法によ

り提供することができる。 

１ 第10条の２第２項第１号に規定する外

国証券内容説明書 

２ 第 10 条の２第２項第５号に規定する

告知書 

  

付   則 

 

 

この改正は、平成 28 年４月１日から施

行する。 

 

  

 



 

「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」の一部改正について 

 

平成 2 8 年３月 1 5 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

別 紙 別 紙 

第２条第１号ニに掲げる方法を除く書面 第２条第１号ニに掲げる方法を除く書面 

  

１    （ 現行どおり ） １    （ 省   略 ） 

（ 削   る ） ２ 「少人数向け勧誘対象海外発行証券に

係る「外国証券の取引に関する規則」の

特例に関する規則」第４条第２項に規定

する告知書 

２～15  （ 現行どおり ） ３～16  （ 省   略 ） 

  

付   則  

  

 この改正は、平成 28年４月１日から施行

する。 

 

  

 

参考様式 １ 


	（表紙）「少人数向け勧誘対象海外発行証券に係る『外国証券の取引に関する規則』の特例に関する規則」の廃止等について
	趣旨骨子・新旧対照表等（特例規則の廃止等）



